
南部町・南部川村合併協議会の調整内容 
合併協議会事務局 

 

協 議 項 目 

 

一部事務組合等の取扱い 

 

関 係 項 目 

 

 

調 整 の 方 針 

（案）２町村のみで構成する一部事務組合については、合併の前日をもって当該組合を解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新町に引き継ぎ、管理、運営は現行

どおりとする。 

   その他の一部事務組合については、２町村は合併の前日をもって当該組合から脱退し、新町において合併の日に当該組合に加入する。 

項        目 備           考 先 進 事 例 

新市町村名   合併の期日 一 部 事 務 組 合 等 の 取 扱 い

さいたま市  平成１３年５月１日
埼玉県浦和競馬組合及び埼玉県都市競艇組合は新市に

おいて現行どおり組合に加入する。 

西 東 京 市 平成１３年１月２１日 

一部事務組合については、２市は合併の前日をもって当

該組合から脱退し、新市において合併の日に当該組合に

加入する。 

協議会については、２市は合併の前日をもって当該協議

会から脱退し、新市において合併の日に当該協議会に加

入する。 

篠 山 市 平成１１年４月１日 

４町は合併の日の前日をもって、広域行政事務組合を解

散し、合併の日にすべての事務及び財産を新町に引き継

ぐ。 

一部事務組合等については、４町及び多紀郡広域行政事

務組合は、合併の日の前日をもって当該組合を脱退し、

新町において合併の日に当該組合に加入する。 

あきる野市  平成７年９月１日

(１)一部事務組合等については、２市町は合併の日の前

日をもって当該組合から脱退し、新市において合併の日

の当該組合に加入する。 

(２)協議会等については、２市町は合併の日の前日をも

って当該団体から脱退し、新市において合併の日に当該

団体に加入する。 

 

 
２町村のみで構成する一部事務組合 

 

南部町南部川村環境衛生事務組合 

 

 

 

 

 

 

 

その他の一部事務組合 

 

・ 田辺周辺広域市町村圏組合 

・ 和歌山県町村議会議員 

公務災害補償組合 

・ 和歌山県町村非常勤職員 

公務災害補償組合 

・ 和歌山県市町村職員 

      退職手当事務組合 

・ 日高郡１０カ町村及び御坊市 

    老人福祉施設事務組合 

・ 田辺周辺衛生施設組合 

・ 田辺市、南部町、南部川村 

道路組合 

・ 日高広域消防事務組合 

・ 田辺市ほか６カ町村 

   青少年補導センター事務組合 

・ 公立紀南病院組合 

 

 

地方自治法(抄) 
 

（組合の種類及び設置） 

第２８４条 地方公共団体の組合は、一部事務組合、広域連合、

全部事務組合及び役場事務組合とする。 

２普通地方公共団体及び特別区は、第６項の場合を除くほか、そ

の事務の一部を共同処理するため、その協議により規約を定め、

都道府県の加入するものにあっては総務大臣、その他のものにあ

っては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることが

できる。(第２項後段及び第３項～第６項 省略) 

 

 

 

(組織、事務及び規約の変更) 

第２８６条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数

を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組合

の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によ

りこれを定め、都道府県の加入するものにあっては総務大臣、そ

の他のもにあっては都道府県知事の許可を受けなければならな

い。(第１項ただし書及び第２項 省略) 

 

 

 

(解散) 

第２８８条 一部事務組合を解散しようとするときは、関係地方

公共団体の協議により、第２８４条第２項の例により、総務大臣

又は都道府県知事に届出をしなければならない。 

 

 

 

(財産処分) 

第２８９条 第２８６条又は前条の場合において、財産処分を必

要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。
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項        目 備                                         考 適      用 

協 議 会 

共同設置機関 

 

地方自治法（抄） 
（協議会の設置） 

第２５２条の２ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理及

び執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公共団体の協議会を

設けることができる。（第２項～第６項 省略） 

 

（協議会の組織の変更及び廃止） 

第２５２条の６ 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体の数を増減し、若しくは協議会の規約を変更し、又

は協議会を廃止しようとするときは、第２５２条の２第１項から第３項までの例によりこれを行わなければならない。 

 

 

地方自治法（抄） 
第１８０条の５ 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、次の通りである。 

三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあっては公平委員会（第１項第１号・第２号・第４号、第２項～第８項 省略） 

 

地方公務員法（抄） 
（人事委員会又は公平委員会の設置） 

第７条 （第１項及び第２項 省略） 

３ 人口１５万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。 

４ 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、

又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して第８条第２項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。 

 

地方自治法（抄） 
（機関等の共同設置） 

第２５２条の７ 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第１３８条の４第１項に規定する委員会若しくは委員、同条第３項に

規定する附属機関、普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する吏員、書記その他の職員又は第１７４条第１項に規定する専門

委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りではない。 

２ 前項の規定による執行機関、附属機関若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの執行機関、附属機関若

しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの執行機関、附属機関若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地

方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。（第３項 省略） 
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種  類 名      称 管理者等 構 成 市 町 村 等  設 立 等 年 月 日 共 同 処 理 事 務 等 の 内 容 

田辺周辺広域市町村圏組合 田辺市長 
龍神村、南部川村、南部町、田辺市 

白浜町、上富田町、大塔村、中辺路町、日

置川町、すさみ町 
昭和４６年３月１６日設立  広域市町村圏の振興整備に関する事務等

和歌山県町村議会議員 

公務災害補償組合 
桃山町 

議会議長 
南部町、南部川村、他４１団体  昭和４４年４月１５日設立

地方公務員災害補償法の規定に基づく、組合町村の議会の議員の公務

災害補償及び通勤による災害に対する補償に関する事務 

和歌山県町村非常勤職員 

公務災害補償組合 
打田町長   南部町、南部川村、他９２団体 昭和４４年８月２７日設立

１、 非常勤の職員に係る災害補償に関する事務 

２、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る災害補償に関する事務

和歌山県市町村職員 

      退職手当事務組合 
南部町長   南部町、南部川村、他８４団体 昭和３４年４月１日設立 組合市町村の常勤の職員に対する退職手当支給に関する事務

日高郡１０カ町村及び御坊市 

    老人福祉施設事務組合 
美浜町長 

御坊市、美浜町、日高町、由良町、川辺町、

中津村、美山村、印南町、南部町、南部川

村、龍神村 
昭和３９年１月２９日設立  老人福祉施設の管理経営に関する事務等

田辺周辺衛生施設組合 田辺市長  田辺市、南部町、南部川村、龍神村 昭和５１年１０月１５日設立 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関する事務

田辺市、南部町、南部川村 

         道路組合 
田辺市長    田辺市、南部町、南部川村 昭和３６年５月２６日設立 県道上富田南部線の道路改修に協力するための事務

日高広域消防事務組合 日高町長 
美浜町、日高町、由良町、川辺町、中津村、

美山村、印南町、 

南部町、南部川村、龍神村 
昭和５７年１２月２８日設立 消防に関する事務 

田辺市ほか６カ町村 

 青少年補導センター事務組合 
田辺市長 

田辺市、上富田町、南部町、中辺路

町、南部川村、大塔村、龍神村 
昭和４０年４月６日設立  青少年補導センターの設置及び管理に関する事務

一部事務組合 

公立紀南病院組合 田辺市長 
田辺市、白浜町、上富田町、日置川町、中

辺路町、大塔村、 

南部町、南部川村、龍神村 
昭和２７年３月１日設立  病院の経営受託管理及び看護専門学校の経営管理等

協 議 会 
日高地方市町村職員 

研修協議会 
南部町長    南部町、南部川村、他１１団体 昭和６３年１０月７日設立 職員の研修等に関する事務

日高郡公平委員会 
御坊周辺広

域市町村圏

組合管理者 
南部町、南部川村、他１１団体  昭和４１年９月１０日設置

構成市町村等の常勤の一般職員の勤務条件に関する措置の要

求及び職員に対する不利益処分の審査、必要な措置 

共同設置 美浜町・日高町・由良町・川辺町・

南部町・印南町・中津村・美山村・

龍神村・南部川村及び大成中学校

組合指導主事共同設置 

日高郡教育

委員会連絡

会長 
南部町、南部川村、他９団体   昭和３６年９月１日設置 学校教育指導に関すること。

平成１４年１１月１日現在 
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主  な  財  産 債     務 

土 地 ・ 建 物 備 品 （ 車 両 の み ） 基       金 

建      物 
項        目 

土 地 
木造  

      
非木造 計

乗用車 貨物車 その他 計 財政調整基金 その他 計
地方債等 

債務負担行為

に基づく平成

１４年度以降

の支出予定額

備 考 

南部町南部川村 

環境衛生事務組合 

.98 

10936 

㎡ 

 

.47 

655 

㎡

.47 

655 

㎡ 

１台 １台 １台 ３台  該当なし      348,549千円

               

               

               

一
部
事
務
組
合 

               

合   計               

 


